


は じ め に 

武蔵村山市では、協働のまちづくりを推進するため、平成１７年度に『武蔵村山市市民

活動団体との協働に関する指針』を策定し、平成１８年度には協働事業を進めるための手

引として『武蔵村山市市民協働推進マニュアル－パートナーシップのまちづくりをめざし

て－』を策定しました。 

平成２０年度には、指針に掲げる市民協働の基本的な考え方を具体的に実現するための

第一歩として、「武蔵村山市市民協働まちづくり研究会」を設置し、その成果を『武蔵村山

市市民協働まちづくり研究会報告書』にまとめ、研究会で抽出した諸課題を具体的に検討

するために平成２１年度に「武蔵村山市市民協働推進会議」が設置されました。 

協働事業提案制度は、平成２２年３月に武蔵村山市市民協働推進会議から報告を受け、

武蔵村山市で事業の実施に向けた検討を行い、平成２３年度に創設された制度です。この

制度により、平成２３年度から令和４年度までの間に延べ３８事業が協働事業として採択

され、翌年度に事業が実施されています。本制度による事業の成果を今後の協働事業に生

かし、より質を高めていくとともに、本制度の信頼性・透明性の向上を図ることを目的と

して、武蔵村山市協働事業提案制度令和５年度実施事業報告会を開催しました。 

 地域における様々な課題の中には、市民や地域で活動されている団体だからこそ見えて

くるものもあると同時に、行政だけでは対応が困難な場合もあります。市政への市民参加

を促進し、市民による地域の課題、社会的課題の解決につなげ、暮らしやすい武蔵村山市

の実現のために、この「協働事業提案制度」は、引き続き重要な役割を果たしていくもの

と考えます。 

武蔵村山市市民協働推進会議 





１ 協働事業提案制度の概要 

協働事業提案制度は、武蔵村山市内を主な活動範囲とする特定非営利活動法人、ボラン

ティア団体、自治会その他の営利を目的とせず社会貢献活動を行う団体（以下「市民活動

団体」という。）の専門性や柔軟性等を生かした公益性の高い事業の提案を募集することに

より、提案した団体が市と協働して事業を実施することで、市政への市民参加を促進する

とともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解決につなげ、暮らしやすい地域社会

の形成を目的とする制度です。

本制度は、将来の協働型事業の実施を目指す市民活動団体の育成を目的とした「団体育

成型事業部門」と、事業の目的を市と共有するとともに、市との役割分担、経費負担等に

ついて、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と協働で行う「協働

型事業部門」の２種類の事業について募集を行いました。また、市から市民活動団体に提

案してほしい協働事業のテーマとして、令和４年度は「多様性を推進する事業」を提示し

ました。  

「団体育成型事業部門」は、協働型事業への発展を見据えた事業であることを前提とし

て最大２年間の実施とし、１事業当たり２５万円を限度額として補助金を交付しました。 

「協働型事業部門」は、事業を発展させていくことを前提に３年計画で事業を企画し、

１事業当たり１年目は８０万円、２年目は７０万円、３年目は６０万円を限度額として補

助金を交付しました。 

２ 募集から報告会までの経過 

武蔵村山市協働事業提案制度令和５年度実施事業の流れは以下のとおりです。 

【令和３年度】●武蔵村山市協働事業提案制度（令和４年度実施事業）の周知 

・市ホームページ及び市報に掲載、募集チラシの配布等

●提案の募集

・募集期間 令和３年６月１日（火）から同年７月２１日（水）まで

※ 新規事業の提案については７月９日（金）まで

・提案件数 ５件（審査により不採択となった１団体を含む。）

●市民協働推進会議の開催

・提案事業の採択の適否を審査するため、市民協働推進会議を開催

公開プレゼンテーション 令和３年１１月１０日（水）

【令和４年度】●協働事業の実施 

【令和５年度】●実施事業報告会 令和５年４月１８日（火）、２５日（火） 
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３ 事業評価

令和４年度実施事業の評価は、令和５年度第１回及び第２回武蔵村山市市民協働推進会

議において実施事業報告会を行い、実施団体から提出された協働事業提案制度事業結果報

告書及び協働事業自己評価書に対して、以下の評価項目について事業評価を行いました。 

【評価項目】 

⑴ 現状・課題・目的 市の現状・課題を適切に把握していたか。 

地域の課題解決につながったか。 

目標を達成することはできたか。 

⑵ 事業内容 事業の実施方法や手法はどうだったか。 

設定した事業の効果は得られたか。 

事業スケジュールに問題はなかったか。 

事業の実施体制はどうだったか。 

効率的なコストで事業運営ができたか。 

⑶ 協働という事業形態 （◎は協働型事業のみ、●は団体育成型事業のみ）

市民活動団体等の持つ特性を発揮できたか。

協働事業として実施する意義があったか。

◎協働相手は妥当だったか。

◎事前の話し合いを十分に行い、役割は明確になっていたか。

◎事業の進捗状況等について情報交換などの意思疎通は十分

だったか。

◎単独で実施するより効率的・効果的に実施できたか。

◎問題発生に際し、適切に対応したか。

◎今後の課題と改善策をお互いに話し合ったか。

●協働型事業への発展が見込めるか。

⑷ 実施能力 事業を実施して、団体の実施能力は向上したか。

事業の結果を踏まえた今後の展望を明確に持っているか。

⑸ 事業実施を通して学んだことは何か。

⑹ 新たに気付いた課題は何か。
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４ 令和４年度実施事業の評価結果 

令和４年度実施事業の事業評価は、以下のとおりです。 

事

業 

部

門 

提 案 事 業 名 
事業評価による得点 

得点 a（満点 b）【得点率 a/b×100】 

提 案 団 体 名 
現状・課題・

目的 
事業内容 

協働という

事業形態 
実施能力 

事業実施を通して

学んだこと、新たに

気付いた課題 

合計 

団

体

育

成

型 

ママトコフェスティ

バル～孤育てから心

育てに～

90点 

(135点) 

【66.7%】 

141点 

(225点) 

【62.7%】 

93点 

(135点) 

【68.9%】 

60点 

(90点) 

【66.7%】 

66点 

(90点) 

【73.3%】 

450点 

(675点) 

【66.7%】 子育て支援団体
ママトコ

主な意見等 

少人数での運営体制でありながら、イベント内容を工夫したり、イベントへの協賛金や出店数を

確保している点は評価できる。子育て中の方の孤立を防ぐという団体の趣旨に基づき、子育て世代

の当事者として相手の立場に立った活動を展開していることから、今後、子どもを産み育てる世代

にとって重要な活動となるだろう。 

一方で、スタッフ不足が深刻な課題となっており、今後の団体運営に不安を感じる。ママだけで

はなくパパにも活動に参加してもらったり、自治会等の他の市民活動団体と連携することにより、

スタッフ不足の解消に努めていただきたい。また、令和４年度は新型コロナウイルス感染症等によ

り予定していたイベントの中止や参加者のキャンセルが多かったとのことなので、令和５年度は令

和４年度の反省も踏まえ、より実りのある活動となることを期待する。なお、活動を通じて子育て

世代のヨガ需要に気付いたと報告にあったので、インスタグラムやオンラインサロン等の活用によ

り、その需要に応えることを提案する。

団

体

育

成

型 

中高生ダンスイベン

ト ＪＯＹＩＮＴＯ
71点 

(135点) 

【52.6%】 

116点 

(225点) 

【51.6%】 

74点 

(135点) 

【54.8%】 

51点 

(90点) 

【56.7%】 

44点 

(90点) 

【48.9%】 

356点 

(675点) 

【52.7%】 ＬＤＩＴシンジケー

ト 

主な意見等 

 ダンスという新しい視点から、中学生の志望校選択を支援したいという目的は、進路判断におけ

る情報が増えるという点では一定の意味があったと思う。 

しかし、学校の紹介がダンスという分野に制限されるため、PR の対象がダンスに興味を持つ生

徒に限定されてしまう点が大きな課題として挙げられる。団体活動で紹介できた高校も７校と目標

数を下回っており、活動内容についても、コロナ禍によるところもあるが、ＳＮＳによる情報発信

にとどまっていることから、十分な活動成果とは言い難い。今後は、中学生や保護者へのアンケー

ト等を通じて、団体活動の成果が把握できるとよい。また、支出における人件費の割合が高く、活

動に必要な機材の購入やイベント保険への加入の必要性も感じた。

今後は新型コロナウイルス感染症の影響が小さくなることが予想されることから、対面で行われ

る団体活動に注目するとともに、ダンスに関わりがない中学生にも PRできるよう活動の幅が広が

ることを期待する。 
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事

業 

部

門 

提 案 事 業 名 
事業評価による得点 

得点 a（満点 b）【得点率 a/b×100】

提 案 団 体 名 
現状・課題・

目的
事業内容

協働という

事業形態
実施能力

事業実施を通して

学んだこと、新たに

気付いた課題

合計

団

体

育

成 

型 

子どもたちのココロ

とカラダの育成事業 107点 

(135点) 

【79.3%】 

164点 

(225点) 

【72.9%】 

116点 

(135点) 

【85.9%】 

76点 

(90点) 

【84.4%】 

79点 

(90点) 

【87.8%】 

542点 

(675点) 

【80.3%】 あそビリぼー場！ 

主な意見等 

子どもの発達支援を着眼点とした、市民活動団体ならではの取組ができていると言える。目標

と課題に対する対応方針が明確化されており、事業も計画どおり実施していることから、今後の

団体の発展に大いに期待する。活動内容も、他団体と積極的に連携を図るとともに、多面的な活

動を実施していることは評価できる。 

一方で、デモ機の発送費用の存在や支出における人件費の割合など、財務的な視点から補助金交
付期間終了後の運営に不安を感じる点もある。また、専門性が高いために担い手不足であり、中核

人物が欠けた場合の対策が必須であると感じた。 

令和４年度の活動を経て得た気付きや課題を把握した上で、行政との協働等により、更なる事業

展開を期待したい。 

協

働

型 

むさむらゴミ減大作

戦 
87点 

(135点) 

【64.4%】 

133点 

(225点) 

【59.1%】 

204点 

(360点) 

【56.7%】 

53点 

(90点) 

【58.9%】 

56点 

(90点) 

【62.2%】 

533点 

(900点) 

【59.2%】 ＭＳＰ 村山サポー

トプロジェクト

主な意見等 

コロナ禍でありながら、キッズ向け講座等の工夫された企画も含めて、定期的にイベントを開催

したことで活動成果を挙げている。ごみの減量は市民全体で取り組むべき重要事項であり、事業の

趣旨として理解できる。 

一方で、担当課との情報共有や事前調整が不十分であった点は、協働型事業の在り方として反省

が必要である。明確な役割分担と十分な事前調整が図られなかったため、協働型事業としての効果

が薄くなっている。また、団体活動の多くが代表者の働きに依存しており、代表者をサポートする

体制の必要性が感じられることから、団体運営に積極的に取り組むスタッフの育成が課題である。

その他、ＳＮＳの活用等により、活動内容をあらゆる世代に広く周知するよう努めていただきたい。 
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５ 令和４年度実施事業内容 

  提案団体から提出された協働事業結果報告書は、次のとおりです。 

⑴ ママトコフェスティバル～孤育てから心育てに～  ･･･ ６ 

  提案団体：子育て支援団体 ママトコ 

⑵ 中高生ダンスイベント ＪＯＹＩＮＴＯ   ･･･１４ 

提案団体：ＬＤＩＴシンジケート 

⑶ 子どもたちのココロとカラダの育成事業    ･･･２０ 

提案団体：あそビリぼー場！ 

⑷ むさむら ゴミ減大作戦    ･･･２６ 

提案団体：ＭＳＰ 村山サポートプロジェクト 
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第9号様式（第1 7条関係）

武 蔵 村山市長殿

i� 

実 施団体名
所 在 地
代表者職 ・ 氏名

令和s-年3月念，日

子育て支援団体 ママトコ

会長 石井 麻衣子

協働事業提案制度事業結果報告書

令和4年度における協働事業の実施が終了したので、その成果等を下記のとおり報告します。

記

1 実施事業について
I R4. 4月1 日～R5.3月31 日実 施日時又は期間｜

対象者の範囲及び人数

実 施 事 業 内 容

具体的 な 活 動状況

’武蔵村山全域から、その周辺の乳幼児と母 ・ 父・祖父母地域住民。 参加者
10名のワ ー クショップから3回の大型イベントの集客
5000人を超えるイベントまで多数。

子供を産み育てている母親は小さな悩みや、愚痴をこぼす相手もいな
く、 初めての子育ては不安やわからないことが沢山あり、気づかないうち
にストレスが溜まる．そこで私たちはハンドメイド ・ ヨガ ・ ダンスを通じ
て、 ママトコフェスティパルやOひまわりおしゃべり会、・わくわーくし
ょっぷを入口にママ友や趣味を見つけ孤育てから脱出し、産後うつ、自
死、児童虐待の0 を目指し地域一段なって子育てしやすい環境を作ること
を目的としている。 大型イベントも開催し、ママトコの活動やオレンジリ
ボン運動の認知。 お下がりの寄付、フードドライブの寄付を集う場にもな
る。 すぐに大きくなってしまう子どもとの大切な時間に、たくさんの思い
出を作り、子育て中の母親も自分らしく輝ける場所を提供したいと考えて
います。
0ひまわりおしゃべり会：ハンドメイドやヨガを通じて日頃の生活を忘れ
息抜きの空間をつくる。 ママさんl人での参加も可能。。
・わくわーくしょっぷ：親子でハンドメイドやダンスをしながら普段の家
では過ごせないような時間を他のママさんたちゃ子どもと一緒にお話をし
ながら気軽に母親同士が話すことができる。 小学生以上からは子どものみ
でも参加可能。
撮影会
4月桜 4月菜の花 8月ひまわり畑
入国入学準備応援
4月 3月
Oひまわりおしゃべり会
5月母の日応援企画 1 0月にじいろ広場とミニハロウィンパ ーティ ー

2月離乳食説明会 3月お下がり交換会
・わくわーくショップ
6月親子ダンス 6月 1月ダンスワ ー クショップ

ママトコフェスティバノレ
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第１０号様式（第１７条関係）

市の現状・課題を
適切に把握してい
たか

5 4 3 2 1

地域の課題解決
につながったか

5 4 3 2 1

目標を達成するこ
とができたか

5 4 3 2 1

事業の実施方法
や手法はどうだっ
たか

5 4 3 2 1

設定した事業の効
果は得られたか

5 4 3 2 1

事業スケジュール
に問題はなかった
か

5 4 3 2 1

事業の実施体制
はどうだったか

5 4 3 2 1

効率的なコストで
事業運営ができた
か

5 4 3 2 1

自己評価（５段階評価）
高い 低い

協働事業自己評価書（団体育成型事業用）

提案団体名 子育て支援団体ママトコ

提案事業名 ママトコフェスティバル〜孤育てから心育てに〜

評価のポイント

現
状
・
課
題
・
目
的

＜上記評価の理由＞

 少しずつだがママトコの活動が周知し始めていることを感じている。他団体とママ
トコのどちらの方に行こうか悩んだなどコミュニティー広場の一つとしてママさんた
ちの案に出ることはとても喜ばしい。協働事業1年目の目標の一つであるママトコ
の活動を周知していきたい面ではかなり達成できたのではないかと考える。

事
業
内
容

＜上記評価の理由＞

4年度はコロナの影響により思うように活動ができなかった。ワークショップに予約
が入っていても開催日付近でコロナ感染者が増加した際に、予約がキャンセルさ
れることも多々あり中止に得ざるを得なかった。また、周辺でコロナ感染者が拡大
した際にも、乳幼児や妊婦さんの参加もあったため積極的に室内でのワークショッ
プを積極的に行ってよいのかわからず悩む日々が続いていた。それでも、実施で
きる際は実施しママトコの活動を周知させたいといった目標に関しては効果があっ
たと感じる。運営スタッフが多くない中で スケジュールが過密であったため、一部
のスタッフに負担がかかりすぎた。スタッフ育成にも力を注いでいかなければなら
ないと感じた。
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市民活動団体等
の持つ特性を発揮
できたか

5 4 3 2 1

協働事業として実
施する意義があっ
たか

5 4 3 2 1

協働型事業への
発展が見込めるか

5 4 3 2 1

事業を実施して、
団体の実施能力
は向上したか

5 4 3 2 1

事業の結果を踏ま
えた今後の展望を
明確に持っている

5 4 3 2 1

事業実施を通して
学んだことは何か

新たに気付いた課
題は何か

そ
の
他

ママさんたちの悩みは多様であること。コミュニティ広場と
して現在、人材が足らずママさんたちの憩いの場にするこ
とが難しいこと。

 子育て中のメンバーのみで活動していく難しさ大変さを実
感した。その中でもどうやったら事業をもっと発展させてい
くのかまた、他団体などと繋がっていく中で人材の確保の
仕方などもっと学んでいくべきだと感じた．

協
働
と
い
う
事
業
形
態

＜上記評価の理由＞

 行政と共に協働することで、市民への安心感のある団体または事業であると思っ
てもらえたのではないかと考える。また、こちらからの相談には耳を傾けていただ
きよりいい案を互いに模索しあえた。ワークショップなどに関して報告などすること
は少なかったが5年度は【ホウレンソウ】を意識し共に協力しあいたい。

実
施
能
力

＜上記評価の理由＞

ワークショップやイベントを行うことで反省点や良かった点などを毎回話し合い次に
生かせることができている。ママトコの活動を支えくれる人材またはボランティアス
タッフなどの確保が今後の事業発展において最も重要だと考える。

-　10　-





【支出の部】 項 目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 積算内訳（数量、単価等） 増減 (Ａ)－(Ｂ) 項 目 金 額 項 目 金 額 

⑴人件費

⑵報償費

⑶印刷製本

費 

⑷消耗品費

⑸委託料

⑹賃借料

⑴ 215,480

⑵ 122,020

⑶ 18,000

⑷ 93,640

⑸ 0

⑹ 77,860

⑴ 64,320

⑵ 171,520

⑶ 27,330

⑷ 149,176

⑸ 85,992

⑹ 33,000

⑴ママトコフェス 7 月スタッフ日当

(1,072 円×10ｈ×2 人)、2 月スタッ

フ日当(1,072 円×10ｈ×2 人×2 日)

⑵ママトコフェス 7 月外部スタッフ

日当(1,072 円×8ｈ×8 人)、ママト

コフェス 2 月外部スタッフ日当

(1,072 円×6ｈ×8 人×2 日) 

⑶ママトコフェス7月チラシ10,580

円（10,000 枚）、2 月チラシ 3,510

円（1,500 枚）、2 月パンフレット

8,270 円(2,000 枚)、コピー代 4,970

円 

⑷5 月母の日企画材料費 882 円、マ

マトコフェス 7 月 82,450 円(風船ア

ーチ 6,253 円、熱中症対策 4,310 円、

お菓子釣り景品 15,911 円、縁日景品

55,976 円)、ママトコフェス 2 月

53,523 円(缶バッジ 1,000 円、カラ

ーペン 330 円、袋 17,554 円、ワー

クショップ体験景品 1,300 円、縁日

景品 33,339 円)、3 月ヨガ体験 4,187

円、事務用品 8,134 円 

⑸ママトコフェス 7 月ステージ設営

50,000 円、スタッフ T シャツ作成

25,300 円、シルバー人材会場警備

10,692 円 

⑹ママトコフェス 2 月イオンモール

むさし村山会場費 

⑺郵便料 168 円、デザイン作成ツー

ル8,750円、Microsoft Office 3,852

⑴ 151,160

⑵ ▲49,500

⑶ ▲9,330

⑷ ▲55,536

⑸ ▲85,992

⑹ 44,860

人件費 

交通費 

報償費 

印刷製本費 

消耗品費 

委託料 

賃借料 

通信費 

保険料 

備品購入費 

その他経費 

人件費 

交通費 

報償費 

印刷製本費 

消耗品費 

委託料 

賃借料 

通信費 

保険料 

備品購入費 

その他経費 

-
　
1
2
　
-



(7）通信費 (7) 0 (7) 12,770 円） (7) •12,770

(8）ママトコフェス 7 月損害保険

(8）保険料 (8) 24,000 (8) 16,000 (8) 8,000

支出合計 (D) 560,108

収支差額

(C）一（D)
。

注1 補助対象となる経費と対象とならない経費については、 募集要項を参考にしてください。

2 自己財源 、 他の補助金等を充当して事業を実施した場合は、 必ず記入してください。 （日本工業規格A列4番）



!
IP 

第9号様式（第1 7条関係）

令和 f 年3月♀ j 日
武蔵村山市長殿

実 施団体名 LIDIT シンジケ ー ト

所 在 地

代表者職 ・ 氏名 代表野際雅史

協働事業提案制度事業結果報告書

令和4年度における協働事業の実施が終了したので、その成果等を下記のとおり報告します。

戸い
吾
百

1 実施事業について

I R4/4/1～RS/3/31
実施日時文は期間｜

武蔵村山市 5 校に通う小中学生とその保護者 1000 名。
対象者の範囲及び人数

多摩地域の高校ダンス部 400 名

中学生に対して、武蔵村山近隣の 10 校 400 名以上の高校生が、ダン

ス部活動発表をむさし村山さくらホ ー ルにて行う。自分たちの学校

実 施 事 業内イの良しところやーなどー…一

説明会を、進路決定をa控えた夏の時期に開催。夏休み明けの文化祭

や見学会を、どこの学校に参加するのかをしぼりこむための判断ベ

ースを提供する。

‘ - 14　-
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第9号様式（第1 7条関係）

令和 5年 3月 29日
武蔵村山市長 殿

実 施団体名
所 在 地
代表者職・氏名

あそピリぽ一 場！

代表 加藤未来

協働事業提案制度事業結果報告書

令和4年度における協働事業の実施が終了したので 、その成果等を下記のとおり報告し ます。

記

1 実施事業について

実 施日時文は期間｜令和4年4月～令和5 年3月ま で

・運動あそび：小学生（通常級・支援教室・支援学級在籍児）登録者
10名

対象者の範囲及び人数｜・紡ぐカフェ：各月5名 ～30名
・支援者育成勉強会：前期7組（保護者4、支援者3）、後期19名（保
護者5、 支援者14)
・市内体育施設、近隣地域の体育施設等で定期的に運動あそびの会（小
学生クラス） を実施する（各月2回、年間24回の実施を予定する）
・保護者と専門職の交流 の場として「紡ぐカフェ」をlカ月に l度程

実 施 事 業 内 容｜度開催し、情報交換の場を整える。
・専門職向け、 保護者向けに勉強会を実施する。

・運動あそび．小学生クラス（月2回）
．紡ぐカフェ

5/ 7茶話会、7/2抱っ こ紐講座、7/16キッズヨガ、8/21BIG書道、9/10
足育講座 、10/22就学情報交換会、11/12お口育て講座、12/25スヌ

具体的な活動状況｜ ーズレン、1/28インクルー シプなあそび、2/26子育て支援マップ作
製会、3/26へ／レマンハープ演奏会 ・体験会
・勉強会：12/18座位姿勢が作る子どもの成功体験、3/11 子どもの気
持ちがわかるようになるあそびの話

※ 事業実施により課題がどのように解決したかを具体的に記入してく
ださい。

紡ぐカフェを中心とした交流イベントや勉強会の中で、市内外の様々
な子育て支援に関連する団体とコラボレー ションを行い、横のつなが

事 業 の 成 果｜りを作れたことが一番大き な変化で あった。他事業所と繋がること
で、悩みを抱えるご家族により寄り添える場へ繋げることや紹介を通
して発達支援の目的や意味を共有することができた。
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資料２ 武蔵村山市市民協働推進会議委員名簿 

資料３ 武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の審査要領 

資料４ 武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱 

資料５ 武蔵村山市協働事業提案制度令和４年度実施事業評価方法 
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○武蔵村山市市民協働推進会議要綱

平成23年８月３日訓令（乙）第120号 

改正 

平成24年３月27日訓令乙第21号 

平成25年６月26日訓令乙第114号 

平成26年４月７日訓令乙第42号 

平成27年３月30日訓令乙第38号 

平成29年６月30日訓令乙第138号 

令和２年３月31日訓令乙第62号 

令和３年３月10日訓令乙第15号 

武蔵村山市市民協働推進会議要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱（平成23年武蔵村山市訓令（乙）第119

号。以下「実施要綱」という。）第３条第３項の規定に基づき、武蔵村山市市民協働推進会議（以

下「推進会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 次に掲げるところにより市長が委嘱する者

ア 識見を有する者

イ 市民活動団体関係者

ウ 社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会の代表者又は職員

エ 武蔵村山市商工会の代表者又は職員

オ 公募による市民（武蔵村山市内に住所を有し、又は武蔵村山市内に通勤し、若しくは通学す

る者をいう。） 

(２) 協働推進部長及び企画財政部長の職にある者

（座長等） 

第３条 推進会議に、座長及び副座長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

資料１ 
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３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第４条 推進会議の会議は、座長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによ

る。 

（任期） 

第５条 第２条第２項第１号の規定により市長が委嘱する委員の任期は、委嘱の日の属する年度に採

択された協働事業について、実施要綱第19条第１項の規定に基づく市長の評価が完了した時をもっ

て満了とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は、再任されることができる。 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、協働推進部協働推進課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議に諮っ

て定める。 

附 則（平成24年３月27日訓令（乙）第21号） 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月26日訓令（乙）第114号） 

この要綱は、平成25年６月26日から施行する。 

附 則（平成26年４月７日訓令（乙）第42号） 

この要綱は、平成26年４月７日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日訓令（乙）第38号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年６月30日訓令（乙）第138号） 

この要綱は、平成29年６月30日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日訓令（乙）第62号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月10日訓令（乙）第15号） 

この要綱は、令和３年３月10日から施行する。 
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武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の審査要領 

１ 趣 旨 

  この要領は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱(平成２３年武蔵村山市訓令(乙)第１１９号。

以下「実施要綱」という。)第３条の規定に基づく提案について、実施要綱第９条の規定により市

民協働推進会議(以下「推進会議」という。)が当該提案事業の採択の適否の審査をするに際し、必

要な事項を定めるものとする。 

２ 審査委員 

審査委員は、推進会議の委員とする。 

３ 審査方法 

  協働型事業の継続事業と、協働型事業の新規提案事業及び団体育成型事業は、審査方法を分けて

実施する。 

⑴ 協働型事業の継続事業の審査方法

① 協働型事業の継続事業は、新規提案時の提案内容に基づき、実施要綱第６条第２項に定める

書類を提出する。

② 審査委員は、当該書類の内容と新規提案時の提案内容の整合性を確認し、大きな変更点等が

ないと認められる場合は、当該事業を採択すべき事業として選定するものとする。ただし、新

規提案時の提案内容と大きな変更点等があると認められる場合は、当該事業の提案団体から説

明を聴取した上で、協議により採択すべき事業として選定するかどうかを決定する。

⑵ 協働型事業の新規提案事業及び団体育成型事業の審査方法

① 書類審査

ア 審査の通則

協働型事業の新規提案事業及び団体育成型事業は、実施要綱第６条第１項に定める書類を

提出する。そのうち、氏名、住所、年齢その他個人を特定する事項を秘匿した上で、当該書

類について審査する。 

イ 審査基準及び方法

審査は、書類の内容について審査委員が別表に掲げる審査基準により５点満点で評価する。 

ウ プレゼンテーション審査対象事業の選定

各審査委員が評価した点数を集計し、合計点数が満点合計の５割以上の事業であり、上位

１０団体を目安にプレゼンテーション審査対象事業として選定する。ただし、５割未満の事

業であっても、審査委員の過半数が推薦する事業については、プレゼンテーション審査対象

事業とすることができる。 

エ 審査の実施条件

書類審査を行うのは、１０事業を超える提案があった場合とし、１０事業未満だった場合

は、原則として書類審査は行わず、全ての事業をプレゼンテーション審査対象事業として選

定する。 

オ 選定結果の通知

推進会議は、選定の結果について、提案団体に通知するものとする。

② プレゼンテーション審査

ア 審査の通則

書類審査により選定された提案事業について審査する。

イ 審査方法

提案団体からの公開プレゼンテーション及びこれに伴う質疑応答を市民協働推進会議に

おいて行う。 

ウ プレゼンテーションを行う者

(ｱ) プレゼンテーションを行う者は、提案団体の代表者又はその関係者とする。

(ｲ) 複数の団体により共同して提案された事業である場合は、当該提案団体の間で、前号

によるプレゼンテーションを行う者を調整するものとする。

エ プレゼンテーションの内容

プレゼンテーションは、実施要綱第６条第１項に掲げる書類の内容に関する説明を行うも

のとし、書類審査選定事業と関連性のないもの及び他の事業などに対する賛否を表明するこ

資料３ 
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とはできない。 

オ プレゼンテーションの方法等

(ｱ) プレゼンテーションは、事業ごとに行うものとする。

(ｲ) プレゼンテーションごとに当該説明に対する審査委員の質疑を行うものとする。

(ｳ) プレゼンテーションの順序は、原則として実施要綱第３条の規定による提案の受付順

とする。

(ｴ) プレゼンテーションの時間は、一事業当たり１５分以内とする。

カ 審査基準

別表に掲げる審査基準により、審査委員が５点満点で評価する。

キ 採択すべき事業

前項審査基準により、各審査委員が評価した点数を集計し、各審査委員の合計点数が満点

合計の６割以上の事業とする。ただし、６割未満の事業であっても、審査委員の過半数が推

薦する事業については、採択すべき事業とすることができる。 

ク 審査結果

(ｱ) 審査結果には、採択又は不採択についての理由を付するものとする。

(ｲ) 採択に当たっての条件を付すことができるものとする。

(ｳ) 審査結果の公表に当たっては、採択順位を付するものとする。

ケ 審査結果の通知

推進会議は、前項の規定による審査の結果について、提案団体に通知するものとする。

４ 優先順位 

  採択は予算の範囲内で行うものとし、採択すべき事業の順位は協働型事業の継続事業を優先する

ものとする。 

５ 委任 

前各項に定めるもののほか、武蔵村山市協働事業提案制度に基づく提案事業の審査につ 

いて必要な事項は、推進会議の座長が推進会議に諮って定める。 

６ その他 

（別表） 

審 査 項 目 審 査 基 準 配 点 基 準 

地
域
的
・
社
会
的
課
題
、
事
業
の
目
的 

市の現状から考

え ら れ る 

課 題 

◎ 客観的データ等を把握し、市の現

状を的確に捉えているか。

◎ 抽出された課題は地域課題、社会

的課題を合致し、市民のニーズを捉

えているか。

充分に捉えている ５点 

おおむね捉えている  ４点 

普通である   ３点 

あまり捉えていない  ２点 

全く捉えていない １点 

事 業 目 的 と 

達 成 目 標 

◎ 事業目的は地域課題を解決するた

めに、適切であるか。

◎ 実現可能な目標が設定されている

か。

充分に感じられる ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である  ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない １点 

事
業
の
内
容

事 業 内 容 

◎ 課題解決の手法は、妥当性、先駆

性、独創性等があるか。

◎ 地域課題を効果的・効率的に解決

する事業内容となっているか。

充分に感じられる ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である  ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない １点 

事 業 効 果 

◎ 市民の満足度が高まり、具体的な

効果・成果（質の高い又は多様なサ

ービス等を受けることなど）が期待

充分に期待できる ５点 

おおむね期待できる  ４点 

普通である  ３点 
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できるか。 あまり期待できない  ２点 

全く期待できない １点 

実 施 体 制 

◎ 事業を実施する上で必要な知識や

経験を有した人員が確保されている

か。

◎ 課題解決に向け、地域等との必要

な連携が図られているか。

◎ 事業を実施する上で適切な人員数

が確保されているか。

充分に感じられる ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である  ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない １点 

スケジュール

◎ 計画どおりに実施が可能である

か。

◎ 設定した目標を達成できるような

計画的なスケジュールが組まれてい

るか。

充分に感じられる ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である  ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない １点 

協
働
の
必
要
性

協働の意義と必

要 性 

◎ 提案団体と市が協働することによ

り事業をより効果的（お互いを補完

したり、お互いの特性を発揮するこ

とにより効果的な実施が可能になる

など）に行うことが期待できるか。

充分に期待できる ５点 

おおむね期待できる  ４点 

普通である  ３点 

あまり期待できない  ２点 

全く期待できない １点 

協 働 の 

役 割 分 担 

◎ 提案団体と市との役割分担が明確

かつ妥当なものであるか。

◎ 行政のノウハウの活用など、多様

な役割が引き出されているか。

充分に感じられる ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である  ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない １点 

中
長
期
計
画

継 続 能 力 

◎ 提案した事業を継続していくため

に、組織の成長・自立を考えた中長

期的な展望を持っているか。

◎ 団体自ら資金や人材の確保に努め

ているか。

◎ 将来的な事業継続の見込みは感じ

られるか。

充分に感じられる ５点 

おおむね感じられる  ４点 

普通である ３点 

あまり感じられない  ２点 

全く感じられない １点 

（委員一人あたり４５点満点） 
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○武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱

平成23年８月３日訓令（乙）第119号 

改正 

平成24年３月27日訓令乙第21号 

平成25年３月15日訓令乙第７号 

平成25年６月14日訓令乙第107号 

平成26年３月３日訓令乙第８号 

平成27年３月31日訓令乙第42号 

平成29年５月25日訓令乙第113号 

平成30年４月25日訓令乙第80号 

平成31年４月25日訓令乙第51号 

令和２年８月20日訓令乙第183号 

武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民活動団体から提案のあった協働事業の実施に関し必要な手続等を定めるこ

とにより、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解決に

つなげ、もって暮らしやすい地域社会の形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「市民活動団体」とは、特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治会

その他の自主的に社会貢献活動（当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。）を

行う団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(１) 武蔵村山市内を主な活動範囲としていること。

(２) 定款、規約、会則等を有し、かつ、会員名簿を備えていること。

(３) ５人以上の者で組織されていること。

(４) 次のいずれにも該当しない団体であること。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

資料４ 
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ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）

の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、

支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。） 

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にあるもの 

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条及び

第８条に規定する処分を受けているもの又はその構成員の統制の下にあるもの 

２ この要綱において「協働事業」とは、協働型事業及び団体育成型事業であって、この要綱に定め

るところにより武蔵村山市（以下「市」という。）から補助金の交付を受けて行うものをいう。 

３ この要綱において「協働型事業」とは、市民活動団体がその専門性、柔軟性等をいかして実施す

る公益性の高い事業であって、当該事業の目的を市と共有するとともに、市との役割分担、経費負

担等について、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携を図るものをい

う。 

４ この要綱において「団体育成型事業」とは、協働型事業の実施を目指す市民活動団体の企画力及

び事業遂行能力の向上に資する公益性の高い事業であって、市民活動団体が単独で企画し、及び実

施するものをいう。 

（推進会議の設置） 

第３条 第10条第１項の規定による審査及び第19条第１項の規定による評価を行う機関として、武蔵

村山市市民協働推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、市長の求めに応じ市民協働の推進に関し必要な事項を協議して、その結果を市長に

報告するものとする。 

３ この要綱に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（協働事業の提案） 

第４条 市民活動団体は、市長に対して、協働事業の実施について提案することができる。ただし、

一の年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。）において二以上の協働事業を実施すること

となる提案をすることはできない。 

２ 協働事業の実施についての提案は、市長が行う公募に応じて行わなければならない。 

３ 協働事業としてその実施について提案することができる事業は、第１号から第３号までのいずれ

にも該当する事業であって、かつ、第４号から第７号までのいずれかに該当するものとする。 
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(１) 地域の課題又は社会的課題の解決につながる事業

(２) 市民のニーズに柔軟に対応し、具体的な成果が期待できる事業

(３) 人員計画、実施予定及び予算の積算が適正である事業

(４) 市民の地域活動への参画が促進される事業

(５) 市と協働して実施することにより、市及び市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期待

できる事業 

(６) 市民活動団体の基盤強化や人材育成につながる事業

(７) 協働の目的意識や役割分担等が明確で協働のまちづくりにつながる事業

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、同項の規定による提案の対象

としない。 

(１) 現に協働事業として実施された事業と同一と認められる事業（同一の市民活動団体が実施し

たものに限る。） 

(２) 営利のみを目的とした事業

(３) 特定の個人や市民活動団体のみが利益を受ける事業

(４) 学術的な研究のみを目的とした事業

(５) 調査のみを目的とした事業

(６) 公の機関の補助対象となっている事業

(７) 交流又は親睦のみを目的とした事業

(８) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業

(９) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業

（協働事業の期間） 

第５条 協働事業の実施期間は、協働型事業にあっては三年度（前条第２項の規定による公募が行わ

れなかった年度を除く。）にわたる期間とし、団体育成型事業にあっては一の年度にわたる期間と

する。ただし、団体育成型事業については、当該事業を実施した後、自主的な社会貢献活動のため、

再度、同一の事業を実施しようとする場合、一度に限り、協働型事業として採択を受けることがで

きる。 

（事業の公募） 

第６条 市長は、協働事業の実施についての提案を募集しようとするときは、あらかじめ、公募の期

間、選考審査の基準その他公募に必要な事項を規定した募集要項（以下単に「募集要項」という。）

を定め、これを公表しなければならない。 

（提案の手続） 
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第７条 協働事業の実施についての提案は、次に掲げる書類を募集要項に定める期日までにボランテ

ィア・市民活動センター（以下「センター」という。）を経由して市長に提出することにより行う

ものとする。 

(１) 協働事業提案制度提案書（第１号様式）

(２) 協働事業提案制度企画書（第２号様式）

(３) 協働事業提案制度収支予算書（第３号様式）

(４) 提案団体概要書（第４号様式）

(５) 前各号に掲げるもののほか、募集要項に定める書類

２ 協働型事業における二年度目以降の事業については、次に掲げる書類を別に定める期日までに市

長に提出するものとする。 

(１) 協働事業提案制度実施計画書（第５号様式）

(２) 協働事業提案制度単年度収支予算書（第６号様式）

（担当課の決定及び事前調整） 

第８条 市長は、前条の規定による提案があったときは、速やかに当該提案に係る事業を担当する課

（以下「担当課」という。）を定め、その旨を通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受領した担当課は、速やかに前条の規定による提案をした団体（以下「提

案団体」という。）及びセンターとの事前調整を行い、提案内容を確定し、市長に提出しなければ

ならない。 

（提案の辞退） 

第９条 提案団体は、諸事情により提案を辞退する必要が生じたときは、その旨を書面により市長へ

提出しなければならない。 

２ 前項の書面の提出期限は、審査に係る推進会議が開催される日の７日前までとする。 

（審査） 

第10条 市長は、第７条の規定による提案があったときは、推進会議にその内容を審査させ、当該提

案に係る協働事業の採択の適否について報告させるものとする。 

２ 審査に関し必要な事項は、推進会議において別に定める。 

（採択事業の決定） 

第11条 市長は、前条第１項の規定による報告を受けた上で、当該提案に受けた事業の候補とされる

べき事業（以下「採択候補事業」という。）とするか否かを決定するものとする。この場合におい

て、市長は、当該提案を受けた事業を採択候補事業としたときは、提案団体に対し通知するものと

する。 
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２ 前項後段の規定による通知を受けた提案団体は、当該事業の実施に備えなければならない。 

３ 担当課は、前項の実施団体の取組に協力しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定により採択候補事業とした事業について、その補助に要する予算が議会で

議決されたときは、当該事業を協働事業として採択するか否かを決定するものとする。 

（決定の通知） 

第12条 市長は、前条の規定による提案を受けた事業について、前条第１項に規定する採択候補事業

としなかったとき又は同条第４項の規定により共同事業として採択し、もしくは不採択としたとき

は、協働事業提案制度採択（不採択）通知書（第７号様式）により、提案団体に通知するものとす

る。 

（決定の取消し） 

第13条 市長は、提案団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第11条の規定による採

択の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。

(２) 市民活動団体に該当しなくなったとき。

(３) その他協働事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）として市長が適当でないと認め

たとき。 

（団体概要の変更） 

第14条 提案団体は、やむを得ない事由により提案団体概要書の内容に変更が生じたときは、提案

団体概要変更届（第８号様式）を速やかに市長に提出し、推進会議において承認を受けなければ

ならない。 

（事業の実施時期） 

第15条 実施団体は、第12条の規定により採択することに決定された協働事業の実施に関し、市が新

たに予算措置を講ずる必要がある場合においては、市が必要な予算措置を講じた後でなければ、当

該協働事業を実施してはならない。 

（予算措置） 

第16条 協働事業の実施に関し必要な予算は、協働推進部協働推進課が、計上するものとする。 

（補助金の交付） 

第17条 市長は、募集要項に定める補助対象について、実施団体に対し、当該協働事業の実施に関す

る経費の補助として、別に定めるところにより、補助金を交付するものとする。 

（事業報告） 
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第18条 実施団体は、当該年度における協働事業の実施が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる書

類を市長に提出しなければならない。 

(１) 協働事業提案制度事業結果報告書（第９号様式）

(２) 協働事業自己評価書（第10号様式）

(３) 協働事業提案制度収支決算書（第11号様式）

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 市担当課は、当該年度における協働事業の実施が終了したときは、遅滞なく、前項第２号に掲げ

る書類を市長に提出しなければならない。 

３ 実施団体は、市長又は推進会議から求められた場合は、事業実施年度の途中に事業の状況報告を

行わなければならない。 

（事業の評価） 

第19条 市長は、前条第１項の規定による書類の提出があったときは、推進会議の意見を聴いた上で、

当該報告に係る協働事業の評価を行うものとする。 

２ 推進会議は、前項の規定による当該報告に係る事業の評価について求めがあったときは、前条の

規定により提出された書類及び次項の規定による説明の聴取の結果を踏まえ、市長に報告するもの

とする。 

３ 推進会議は、実施団体の代表者又は関係者及び担当課の職員を会議に出席させて、説明を聴取す

ることができる。この場合において、当該説明の聴取及びこれに伴う質疑は、原則として公開する

ものとする。 

４ 評価に関し必要な事項は、推進会議において別に定める。 

５ 市長は、第１項の規定により評価を行ったときは、協働事業提案制度評価通知書（第12号様式）

を実施団体に交付するものとする。 

（公表） 

第20条 市長は、各年度において、前年度に実施された実施事業の内容及び実施状況、前条の規定に

よる評価の結果等を公表するものとする。 

（委任） 

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱の廃止） 

武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱（平成21年武蔵村山市訓令（乙）第91号）は、廃止する。 

附 則（平成24年３月27日訓令（乙）第21号） 
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この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月15日訓令（乙）第７号） 

この要綱は、平成25年３月15日から施行する。 

附 則（平成25年６月14日訓令（乙）第107号） 

この要綱は、平成25年６月14日から施行する。 

附 則（平成26年３月３日訓令（乙）第８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成26年３月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱第11条の規定は、平成26年４月１

日以後に採択の決定を行った協働事業について適用する。 

附 則（平成27年３月31日訓令（乙）第42号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成27年３月31日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱第13条の規定は、平成27年４月１

日以後に採択を行った協働事業について適用する。 

３ 平成27年度に２年目の事業提案を行う団体については、当該年度に係る補助金の限度額を

800,000円、翌年度に係る補助金の限度額を700,000円とし、平成27年度に３年目の事業提案を行

う団体については、当該年度に係る補助金の限度額を700,000円とする。 

附 則（平成29年５月25日訓令（乙）第113号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年５月25日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の第６条の規定は、平成29年６月１日以後に新たに提出される協働事業の

実施に係る提案について適用し、同日以前に提出される提案については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年４月25日訓令（乙）第80号） 

この要綱は、平成30年５月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月25日訓令（乙）第51号） 

この要綱は、平成30年４月25日から施行し、同月１日から適用する。 

附 則（令和２年８月20日訓令（乙）第183号） 

-　46　-



 この要綱は、令和２年８月20日から施行し、改正後の武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱の規定

は、同年４月１日から適用する。 
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武蔵村山市協働事業提案制度令和４年度実施事業報告会実施要領 

１ 開催目的 

協働事業の成果をこれからの協働に生かし協働の質を高めるとともに、協働事業の信頼性・透明

性の向上を図ることを目的に開催する。 

２ 開催日時 

第１回 令和５年４月１７日（火）午後７時から 

第２回 令和５年４月２５日（火）午後７時から 

３ 開催場所 生涯学習活動室（市民総合センター３階）実習室 

４ 主 催 武蔵村山市市民協働推進会議（以下「推進会議」という。） 

５ 出 席 者 実施団体、協働所管課、推進会議委員及び一般参加者 

６ 事 務 局 協働推進部 協働推進課 

７ 実施方法 

⑴ 実施団体、市担当課（協働事業型の場合）は協働事業自己評価書（達成度別の５段階評価及び

評価の理由の記入）に基づき自己評価を行った上、協働推進課に提出し、市が報告会出席者に配

布する。

⑵ 実施団体及び市担当課は武蔵村山市協働事業提案制度実施事業結果報告書に基づき、事業報告

を行う。報告の時間は、一事業当たり１５分以内とする。

⑶ 報告会出席者との質疑応答を行い、推進会議は、適宜助言を行う。質疑応答の時間は、一事業

当たり２０分以内とする。

⑷ 実施団体、市担当課及び一般参加者の退席後、推進会議で事業評価を行う。

８ 評価項目 

⑴ 現状・課題・目的

市の現状・課題を適切に把握していたか。

地域の課題解決につながったか。

目標を達成することはできたか。

⑵ 事業内容

事業の実施方法や手法はどうだったか。 

設定した事業の効果は得られたか。 

事業スケジュールに問題はなかったか。 

事業の実施体制はどうだったか。 

効率的なコストで事業運営ができたか。 

⑶ 協働という事業形態（◎は協働型事業のみ、●は団体育成型事業のみ）

市民活動団体等の持つ特性を発揮できたか。 

協働事業として実施する意義があったか。 

◎協働相手は妥当だったか。

◎事前の話し合いを十分に行い、役割は明確になっていたか。

◎事業の進捗状況等について情報交換などの意思疎通は十分だったか。

◎単独で実施するより効率的・効果的に実施できたか。

◎問題発生に際し、適切に対応したか。

◎今後の課題と改善策をお互いに話し合ったか。

●協働型事業への発展が見込めるか。

資料５ 
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⑷ 実施能力

事業を実施して、団体の実施能力は向上したか。 

事業の結果を踏まえた今後の展望を明確に持っているか。 

⑸ 事業実施を通して学んだことは何か。

⑹ 新たに気付いた課題は何か。

９ 評価基準 

  各評価項目１点～５点の５段階で評価を記入するものとし、評価の基準は別紙のとおりとする。 
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別 紙 

基 準

当初の計画・目標を大きく下回った。改善すべき課題が数多く、根本から
見直す必要がある。

当初の計画・目標を下回った。不十分な内容であり、課題を解消していく
必要がある。

おおむね当初の計画・目標どおりだった。一部に課題を残しており、今後
の改善が望まれる。

当初の計画・目標どおりだった。今後はさらなる工夫や改善により、より
効果的に事業を実施していくことが期待される。

当初の計画・目標を上回った。事業をさらに発展させ、より大きなインパク
トを実現することが期待される。

基 準

事業からの学びがあり、それを今後の活動に生かそうとする姿勢が感じ
られるか。

５ とても感じられる
４ 感じられる
３ どちらともいえない
２ あまり感じられない
１ 全く感じられない

新たな課題やニーズへの気付きがあり、それに取り組んでいく姿勢が感
じられるか。

５ とても感じられる
４ 感じられる
３ どちらともいえない
２ あまり感じられない
１ 全く感じられない

事業実施を通して学んだことは何か

項 目

新たに気付いた課題は何か

協働事業提案制度  評価基準

「事業実施を通して学んだこと」「新たに気付いた課題」の２項目については、下記の基準で評価する。

点 数

1

2

3

4

5
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武蔵村山市協働事業提案制度 

令和４年度実施事業評価報告書 

武蔵村山市市民協働推進会議 




